
生涯を通じて健康であるための生活習慣づくり

栄養・食生活

【現状と課題】

○市では、平成24年3月に、「第2次青森市食育・地産地消計画」を策定し、「食

を通じた心身の健康づくりと地域の活性化」を目的に、「妊娠期や乳幼児期の家

庭における食青の推進」、「保育所・幼稚園、学校における食青の推進」、「青・

壮年期、高齢期におけるにおける生活習慣病の予防及び改善につながる食青の

推進」、「生涯にわたる歯科保健活動を通じた食青の推進」を重点推進事項とし

て掲げ、ライフステージに即した取組みを推進してきています。

○また、地域で食青を推進する担い手となる「食生活改善推進員」を毎年養成し

ており、「青森市食生活改善推進員会」の自主組織として、各地域を拠点に、子

ども世代へ食青やバランス食を通じた生活習慣病予防等の啓発等が行われてい

る。

《食生活改善の状況》

○栄養・食生活は、生命を維持し、子どもたちの健やかな成長と、市民が健康で

幸せな生活を送るために欠くことのできないものであり、生涯にわたる健康

づくりを推進していく上で、妊娠期や子ども世代から成人・高齢期に至るまで、

ライフステージに応じた切れ間のない食青を推進していくことが必要です。

○しかしながら、本市では、全国に比較し、肥満傾向児の出現率が高く、また、

平成24年度市民意識調査の結果では、すべての年代で男性の3人に1人は肥

満の状態にあり、一方、20代の女性では、約5人に1人に痩せがみられてい

ます。肥満は多くの生活習慣病の要因となり、また、やせは若い女性の妊娠・

出産や高齢者の病気に対する抵抗力の低下など、様々な影響を及ぼすことか

ら、適正体重を維持することの必要性について普及啓発を図ることが必要で

す。

○肥満の予防や肥満を起因とする生活習慣病を予防し、生涯を通じて、適切な

食習慣を身につけ健康づくりに取組むために、身近な地域の中に、食の普及

啓発を進める担い手を育成し続けることや、担い手の活動を支援していくこ

とが必要です。

○外食や中食の利用機会が多くなっている生活環境の中で、市民がより健康的

な食を選択し、食生活改善に取組みやすい環境づくりとして、社員食堂や外
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食産業等における栄養成分表示やヘルシーメニューの提供等、外食における

食環境の改善が必要です。

《主な取組》

（1）栄養・食生活

（D健康な食習慣の確立

・「第2次青森市食育・地産地消計画」の推進により、子どもの頃からの健康的

な食習慣の定着を進め、生涯を通じてよりよい食生活を送れるよう、ライフ

ステージに応じた切れ間のない食青と食習慣の改善に取組みます。

②人材の育成とバランスの取れた食の普及啓発

・地域で食青を推進する担い手となる「食生活改善推進員」を引き続き養成し、

バランス食の普及等を通じた健康づくりや生活習慣病予防活動等、食生活

生改善推進員の主体的活動を支援します。

③市民が食生活改善に取組やすい環境づくり

・市民が食生活改善に取組みやすい環境を支援し、生活習慣病を予防するため、

栄養成分の表示やバランスのとれたメニュー等の提供等に取組むに取組む店

舗を「健康づくり応援店」として推進し、飲食店頭からの食環境の改善に環

境の改善に取組みます。

《目　標》

詳 堰 凄 眉 二一‾‾
：■）現 状 僅　 ■ 扱 標 隠 　 診 標 焙 の －‾ ■∴現 状 億 ゆ ■′ 琶改 定

（H 2 3 ） ・ 蹄 塔 が －‾． ．‾瀬 廃 ・ ■ 鹿 操 方 法 一一＿・ 基 準

栄 養 ・

食 生 簿

肥 満 傾 向 にあ る子 ど
もの 割 合 の 減 少

小 学 校 5 年 生 の 中 等 度 ・
高 度 肥 満 傾 向児 の 割 合

男 子 13．8％
健 康 日本 2 1

平 成 24 年 度 学 校
保 健 統 計 調 査

女 子 12．9％

肥 満 者 の 減 少

30 歳 代 男 性 の 肥 満 者 の 割 合 28．8％ 市 独 自
平 成 23 年 度 市 民
意 識 調 査

40 歳 代 男 性 の 肥 満 者 の 割 合 34．1％ 市 独 自
平 成 23 年 度 市 民
意 識 調 査

50 歳 代 男 性 の 肥 満 者 の 割 合 34．6％ 市 独 自
平 成 23 年 度 市 民
意 識 調 査

栄 養 バ ランス 等 に 配 慮 した 食 生 活 を送 って い る市 民 の
74．8％ 市 独 自 平 成 23 年 度 市 民

割 合 の 増 加 意 識 調 査

健 康 づ くり応 援 店 の 増 加
平 成 26 年
度 か ら実 施
予 定

市 独 自 申 請 数
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身体活動・運動

【現状と課題】

○市では、元気プラザ及び西部市民センターにおいて、気軽にウオーキングやジ

ョギングを行う場を提供するとともに、個人の健康度に応じた運動プログラム

を実践することにより、適切な運動習慣を身につけ、生活習慣病の予防及び健

康増進が図られるよう、運動実践指導を提供しています。

○市の医師会と共催した「健康教室」や、保健師、管理栄養士が地域に直接出向

いて行う「健康講座」を通じて、「自らの健康は自ら守る」という意識の醸成や

暮らしの中での身体活動・運動の重要性について伝えています。

○特定保健指導の対象者に対して、メタボ予防の観点から、身体活動や運動の重

要性について指導するとともに、フォローアップ講座において、運動の実践講

座を行い、運動習慣の定着を支援しています。

《身体活動・運動の状況》

○身体活動・運動の量が多い人は、少ない人と比較して、循環器疾患やがんなど

の生活習慣病の発症リスクが低いといわれているほか、高齢者の認知機能や運

動器機能の維持向上にも関係することがわかってきており、身体活動・運動の

意義と重要性について普及啓発するとともに、運動に取組みやすい環境づくり

が必要です。

○平成24年度市民意識調査では、運動習慣もなく身体もあまり動かさないと答え

た市民は約4人に1人で、30代、40代に多い傾向にあります。

また、健康づくりに取組む上で、今後、具体的に知りたいと思うことについて

は、約2人に1人は「年齢や自分の体にあった運動の種類や方法」を、また、

約4人に1人は「運動できる場所や施設」に関する情報を知りたいと回答して

おり、自分にあった運動実践の指導が得られる場や、運動ができる機会に関す

る情報提供、継続的に実践できる場づくりなどが求められています。

《主な取組》

（2）身体活動・運動

①身体活動1運動に取組む習慣づくり

・身体を動かすことや運動することの必要性について、あらゆる機会を通じ

て知識を普及します。

・ウオーキングや日常生活で活動量を増やすコツなどの普及啓発を図ります。
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②運動に取組める環境の整備

・健康増進事業のPRに努め、1人1人の健康度に応じた健康づくりと運動習

慣の継続を支援します。

・利用できる運動施設や地域のスポーツクラブ、サークル等の情報提供を行い

ます。

・誰でも気軽に取組めるウオーキングの推奨や関係機関や団体等と連携のもと、

身近な地域で気軽に参加できる多様な運動機会の場づくりを進めていきま

す。

《目　標》

■ミ＿凍 顧 獄 や ；1＿－■現 状 構 芦 …‾・∴‥‾・許 標 輝 瀞 稽 珍 訝 ．＿・′■■′＿羽 戦 債 淵 ・、 二 吉設 定
鋼 廠 奥 削 減 ∴≡ ・立 扱 隆 二 二盛 運 潰 瘍　 ‾基 準 ・三

草 津 衰

運 動 もしてい な い し身 体 もあ ま り動 か さな い者 の 割 合

の 減 少
2 4．2％ 市 独 自 平 成 24 年 度 市 民

意 鼓 調 査漉、・

夢二

【現状と課題】

○健康づくりのための休養と睡眠の重要性について、健康教育を通じて普及啓発

を図るとともに、乳幼児健診や健康相談、訪問指導等、個別の面接においても、

状況に応じた指導を行っています。

《休養の状況》

○平成24年度市民意識調査では、1ケ月以内で睡眠で休養があまり取れていない、

または、全く取れていないと回答した市民は、約5人に1人います。

○労働や活動などによって生じた心身の疲労は、安静や睡眠で回復を図り、健康

を保持していくことが必要です。職場や地域など社会全体で休養の重要性につ

いて理解を深めていくことが必要です。

《主な取組》

（3）休　養

①良質で十分な睡眠と休養についての普及啓発

・良質な睡眠の確保の重要性について、健康教育等様々な機会を通じて情報

提供をします。

・睡眠に満足できない場合には、専門医療機関へ早めに相談する等の対処方

法について情報提供していきます。
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②休養を大切にする社会環境の改善

・十分な休養をとることの重要性について、健康教育等様々な機会を通じて

広く啓発します。

《目　標》

・－′昌撥 頭 像 ■積 憤 ■■三■　‾臥標 擾 ‾‾－ ・ 担■■．■　億 ：め了 現 状 像 の∴■ ≡■・設 荒
拍 望毎 ．…．毛＝璃 融 根 拠　 ＋ 　 鹿 撮 方 法 一一塞 垂 ＿

．Y棒 養 1 睡 眠 による休養 を十分 にとれていない人の割 合の減
2 0．5％ 健 康 日本 2 1

平 成2 4年度 青森
少 市 民意識 調査

【現状と課題】

○アルコールの体内代謝の仕組みや健康影響について、保健師・栄養士による健

康講座において、正しい知識の情報提供を図り、適正飲酒への啓発を図ってい

ます。

○特定保健指導の対象者に対し、本人の状況に応じたアルコールへの指導を行っ

ています。

○母子健康手帳交付時やマタニティセミナー等を通じ、妊婦の飲酒による胎児へ

の健康影響等について、正しい知識の提供を行っています。

《飲酒の状況》

○がん、高血圧、脂質異常症などの多くの健康問題のリスクは、1日の平均飲

酒量の増加とともに上昇するといわれています。過度な飲酒による健康への

影響や適正な飲酒についての正しい知識を普及する必要があります。

○また、未成年や妊婦の飲酒をなくす取組みも必要です。

《主な取組》

（4）飲　酒

①飲酒による健康への悪影響をなくす取組の推進

・特定保健指導や健康教育などで、過度の飲酒による健康への影響について

教育や啓発を行います。

②未成年者や妊婦の飲酒防止る社会環境の改善

・妊婦を対象に飲酒の胎児や健康に及ぼす影響について情報提供を行います。
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思春期健康教室等を通じて、未成年者の健康に及ぼす影響について健康教

育を行います。

《目　棲》

■目 標 項 目■
現 状 億 ； 目 標 値 目 標 値 の ■一視 戦 債 の ‾一、－＝■設 屁

雄 鹿 姐 ・＿・，・錮 3 2 ）＿＿＿・ ノ‾‾聴 換 ∴ 二＿＝湧 痍 蛎 痍 ∴ 墓 準

飲 酒 十

妊 娠 中 の 飲 酒 をな くす 6．5％ 妊 婦 連 絡 票

生 活 習 慣 病 の リス クを高 め る量 を飲 酒 して い る
者 （－ 日 当 た りの 純 ア ル コー ル 摂 取 量 が 男 性

40g 以 上 、女 性 20g 以 上 の 者 ）の 割 合 の 減 少

男 性 2 5．1％
健 康 あ お もり2 1

平 成 23年 度 特 定
健 康 診 査 ・特 定
保 健 指 導 の 実 施
状 況女 性 16．0％

【現状と課題】

○平成25年12月「青森市たばこの健康被害防止対策ガイドライン」を策定し、

本ガイドライイを指針とし、たばこの害と健康への悪影響に関する知識の普及

や、禁煙支援、受動喫煙防止対策を推進しています。

○対策の推進にあたっては、市民、事業者、行政がそれぞれが役割を担い、世界

禁煙デーやたばこと健康フェア等の普及啓発は、一体となって取組みを進めて

います。

○特に「子どもをたばこの煙から守る」観点から、大人が守るべきマナーを啓発

し、受動喫煙防止対策の観点から普及啓発を図っています。

《喫煙による健康被害の状況》

○喫煙は、がん、循環器疾患、呼吸器疾患、糖尿病、周産期の異常等の原因と

なり、受動喫煙は、肺がんに加え、乳幼児の喘息や呼吸器感染症、乳幼児突

然死症候群（SI DS）等の原因となるなど、多数の科学的知見によって健

康被害への因果関係が確立しています。

○平成23年度の市民意識調査では、男女とも30歳代～50歳代における喫煙率

が高く、男性では40歳代における喫煙率が最も高く　40．7％、女性では　30

歳代の喫煙率が最も高く　23．7％となっています。生活習慣病予防のためにも、

若い世代から禁煙への支援を進めることが必要です。

○また、16歳～19歳の未成年者では、男女とも7人に1人が喫煙しており、小

中学校、高等学校において、依存性のあるたばこについて、最初の1本を吸

わせないなための喫煙防止教育を推進することや、地域の中で、親世代へ、

子どもたちの喫煙を防止していく啓発が必要です。
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○母子健康手帳交付に把握している妊婦の喫煙状況は、平成24年度では約20

人に1人であり、妊婦の同居者で喫煙者がいる割合は45．1％となっています。

また、乳幼児のいる世帯の約6割に喫煙者がおり、乳児が1歳6ケ月、3歳と

成長するにつれ、子どもの近くでも喫煙する割合が高くなっています。

家庭の中から、子どもたちを受動喫煙の被害から守っていくことが必要です。

○市民、団体・事業者、行政がそれぞれ役割を担いながら、一体となって、「た

ばこの煙から子どもを守ろう運動」を推進していくことが必要です。

《主な取組》

（5）喫　煙

①たばこの健康被害防止対策ガイドラインに基づく禁煙支援、受動喫煙防止対

策の推進

・喫煙、受動喫煙による健康被害に関する、わかりやすい情報を提供してい

きます。

・ガイドラインに基づいた受動喫煙防止を働きかけていきます。

・ガイドラインに基づいた取り組みを推奨していきます

・たばこの煙から子どもを守ろう運動を推進し、機運の醸成を図ります

・たばこの煙から子どもを守ろう協力店の登録申請受付し、統一マークの配

布配信し、市民への情報提供を図っていきます。

・たばこをやめたい方へ、禁煙への支援を行います

・禁煙外来や薬局と連携し、効果的な禁煙指導やきめ細やかな支援を行いま

す。

・喫煙者に対し禁煙への動機付けとなる情報提供を行います。
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《目　標》

身操 項■日 琴 状 慢 ： 呂塀 億 、 目標 値 の 現 状 橋 の ‾ 設 定
・．糾 ．2 きき 紳 隆 か　 ■ ・ 根 拠 把 握 方 法 ‾ 基 準

療 恕

妊 娠中の 喫煙をなくす 5．3％ 健 康 日本 2 1 妊 婦連 絡票

妊 娠中の いる世帯 で喫 煙者 がいる世帯 の割合 の減 少 5 0．3％ 健 康 日本 2 1 妊 婦連 絡票

乳幼 児の いる世帯 で喫 煙者 がいる世帯

の割 合の減 少

4か 月児 5 9．4％

健 康 日本 2 1 平 成 2 3 年度市 民
意 識調査

1歳 6 か月児 5 9．4 ％

3 歳 6 か月児 5 9．4 ％

16歳 ～ 19 歳の未 成年 者の 喫煙
をなくす

中学 3 年生

男 子 14 ．3％
市独 自 平 成 2 3 年 度市 民

意誰 調査
女子 13 ．3％

成人 の喫煙 率の減 少
男性 28．6％

健 康 日本 2 1 平成 2 3 年 度市 民
意識 調査

女性 13．5％

たばこの煙か ら子 どもを守 ろう協力 店の増 加
平 成 2 6年
度 から実施
予 定

市独 自 申請 数

歯・口腔の健康づくり

《現状と課題》

○市では、妊婦には、マタニティセミナーでの歯科医師による講演、乳幼児期に

は、1歳6か月児、3歳児健診での歯科健診やフッ素塗布事業及び歯科衛生士

による歯磨き相談、子育て相談における歯科衛生士による歯磨き指導、また、

未就学児を対象とした陣がい児歯科健診、親と子のよい歯のコンクール事業、

歯科医師による健康教室、成人期には歯周疾患検診等、ライフステージに応じ

た歯科口腔保健に取り組んでいます。

《歯・口腔の健康の状況》

○歯と口腔の健康は、食べ物を租借するだけではなく、全身の健康の保持増進に

大切な役割を果たしています。また、食べる楽しみ、話す楽しみを保つなど生

活の質を高めます。

○本市では、幼児のむし歯の本数は減少傾向にありますが、全国平均と比較して

高く、また、成人の歯周病疾患検診受診率は低い状況にあります。

むし歯や歯周病等の鹿疾患予防に関する知識の普及啓発、歯科検診受診率向上

など、乳幼児から高齢期まで生涯にわたる歯科口腔保健の取組みが必要です。

○成人期では歯の喪失につながる歯周疾患が多くなることから、正しい知識の普

及を図るとともに、歯周疾患検診などを通じて、歯周疾患の早期発見・早期治療
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に努めることが大切です。また、喫煙は歯周疾患の大きな誘因となることから

禁煙に取組むことが重要です。

《主な取組》

（6）歯■口腔の健康づくり

①生涯を通じた歯・口腔の健康づくり

＜小児期＞

・妊婦や乳幼児の保護者に対する歯科保健教育、歯科保健指導を通じて、食

べる力の土台となる歯と口の健康について啓発を図ります。

・幼児期における歯科健診の機会を通じて、間食の取り方や歯磨き習慣の確

立、フッ化物の塗布等、歯と口の健康を守る方法について啓発を図ります。

＜成人期＞

・肥満予防のために「よく噛む」食べ方の啓発を図ります。

・歯周疾患に関する正しい知識の普及や禁煙相談の充実を図るとともに、歯

周疾患健診を推進し、歯と口の健康を守ります。

＜高齢期＞

・歯周疾患健診を推進するとともに、義歯等と口腔の状態や租借機能に応じ

た食事の取り方や食べ方について啓発を図ります。

②生活習慣病予防のための歯周病対策

・歯周疾患と生活習慣病の関係について、正しい知識の普及を図ります。

・かかりつけ歯科医院で定期的な歯科検診の普及啓発を行います。

《目　模》
二＿ 細 郎 二二ノ∴ ′■　‾隆 、・ 棟 値 の 油 のD

≡こ‥髄 重き畑 …■■■■如 塾牽き■■≡ ■・■二・濾 鹿 ．．．・ J塵 握 義 旗 二 葺 車

卸 商 針

…・の 健 康 や ■
くり

歯 周 疾 患 検 診 の 受 診 率 の 向 上 2．7％ 市 独 自
歯 周 疾 患 検 診 車
菓 結 果

1 歳 6 か 月 児 で う歯 の な い者 の 割 合 の 増 加 9 7．1％ 市 独 自
1歳 6 か 月 健 診 結
果

3 歳 児 でう歯 の な い 者 の 割 合 の 増 加 72．3 健 康 あ お もり2 1 3 歳 児 健 診 結 果

3 歳 児 で 不 正 岐 合 当が 認 め られ る者 の 割 合 の 減 少 9．8％ 市 独 自 3歳 児 健 診 結 果
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社会生活を営むために必要な心身の機能の

維持・向上

次世代の健康づくり

【現状と課題】

○市では、平成23年10月に策定した「青森市子ども総合計画後期計画」に基づ

き、子どもを健やかに産み育てるための、妊婦保健指導、妊婦健康診査、マタ

ニティセミナー、新生児訪問、乳幼児健康診査等の母子保健対策などの充実を

図っています。

≪低出生体重児と子どもの肥満≫

○生涯にわたる健康づくりを推進していく上で、妊娠期や子ども世代から正しい

生活習慣を身につけることは重要な生活習慣病対策です。

また、将来の生活習慣病に結びつきやすい低出生体重児や子どもの肥満への取

り組みが必要です。

○低出生体重児の出生数が減少しておらず、また子どもの肥満の割合が全国平均

よりも上回っている現状があり、肥満は多くの生活習慣病の要因となり、適正

体重を維持することの必要性について普及啓発を図ることが必要です。

《主な取組》

（1）次世代の健康づくり

①子どもの健やかな発育と健康的な生活習慣づくり

・妊娠前の健康管理や妊娠中の体重管理、早産の予防などの知識の普及を行い

ます。

・母子健康手帳交付時に妊婦健康診査の受診や母子健康手帳、妊婦連絡票の活

用による健康づくりを勧めます。

・安心して出産できるよう、妊婦健康診査の公費負担に夜妊娠・出産にかかる

経済的負担の軽減を継続し、妊婦健康診査を受ける機会を提供します。

・妊娠・出産・育児についての学習や講義、実習などを行うマタニティセミナ

ーの内容を充実させるとともに、夫婦や就労している妊婦などが参加しやす

い環境づくりを推進します。

・低出生体重児の保護者への支援を充実します

・乳幼児健康診査などで、子どもの味覚や発達段階に応じた適切な食事や早寝・

早起きの生活リズムなどの重要性について情報提供や実践方法の普及を図り
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ます。

・児童・生徒の健康づくりに関する食事、運動などの知識を、学校教育やPTA

との連携のもと、普及を図ります。

≪目標≫

麺 料 、、∴、 ．＝‾≡‾‾現枕隆 二 目標値 ：‾‾‾冒併催の ■′現状燻：鈴‾－ ：設定 ・
い獅褒紆 ‾ 、錮 2 巨 ・‥：．級擁　 ‾ 把握方法‥ ．基準

磯 寒 村

の攣 康 ■■
全出生数中の低出生体重児の割合の減少 9．3％ 健康日本2 1 青森県保健統計

年報

高齢者の健康づくり

【現状と課題】

○本市では、高齢者の健康づくり、生きがいづくりとして、介護予防教室、ここ

ろの縁側づくり事業、高齢者健康農園、健康教育、健康相談等に取り組んでい

ます。

≪高齢者の健康づくりの状況≫

○高齢化が急速に進展する中、健康長寿の実現のためには、疾病予防と健康増進、

介護予防は喫緊の課題です。高齢になっても心身の維持向上につながる健康づ

くりの取組が必要です。

○高齢者が生きがいをもち、心身の健康を維持できるよう地域活動のほか、趣味・

稽古事、ボランティア活動など多様な機会を通じて、社会参加できることが必

要です。

○生活習慣病予防のための健康づくりや運動・栄養改善などの介護予防施策を通

じて、高齢者がいきいきと自立した日常生活を送ることができるよう支援しま

す。

《主な取組》

（2）高齢者の健康づくり

①高齢になっても元気でいきいきと生活できる心身機能の維持・向上

・生活習慣病の予防に関する正しい知識を普及します。また、健康診査の受

診率の向上と保健指導の充実を図ります。

・運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上、認知症予防、うつ予防、閉

じこもり予防など介護予防の知識の普及を行います。

・介護が必要となる危険性の高い状態であるロコモティブシンドロームを予

防するための正しい知識の普及を図ります。
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認知症への理解を深めるための知識の普及を行うとともに、認知症相談の

実施等により認知症の疑いのある人の早期発見に努めます。

≪目標≫

昌媛瘍意、： 環準嘩 牒 遅寝■／‾　許津軽の 二羽；状懐の・＿・・・設定
Ⅷ塵褒＝： 組随敷＿‾＿＿－ ・・根拠 －■＿ ．．把握方．汲　 ■■基経

滴 厳 封

野瀧鱒

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を認知して
いる国民の割合の増加 データ無 健康日本21 市民意識調査等

要介護状態の高齢者の割合の減少 データ無 市独自 介護保険実施状
況

こころの健康づくり

【現状と課題】

○市では、市の医師会と共催し、医師を講師とした健康教室や、保健師が関係機

関や地区組織等の依頼やニーズに応じ、地域に直接出向いて行う健康講座を通

じて、こころの健康を維持するための生活や心の病気への理解などの普及、啓
発に取り組んでいます。

○精神保健福祉士、保健師等の専門職が、本人や家族などから、不安やストレス、

うつなどのこころに関する相談に応じています。

《こころの健康の状況》

○本市の自殺による死亡率は、平成19年以降低下していますが、全国よりも高い

状況で推移しています。

○人間関係の希薄化や価値観の多様化など社会のさまざまな変化に伴い、ストレ

スを抱えることが多くなっています。一人一人が、自身の心の健康に関心を持

ち、上手にセルフケアができるようストレスへの対処方法等広く情報提供をし

ていくことが必要です。

○うつ病の予防をはじめとするこころの健康づくりの推進や自殺予防の普及啓発

をさらに進めていく必要があります。

○精神保健福祉に関する相談は増加傾向にあり、精神疾患への対応を含めた心の

健康づくりの普及啓発や相談支援体制の充実が求められています。
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《主な取組》

（3）こころの健康づくり

（Dこころの健康を保つ知識の普及

・こころの健康を保つため、心身の疲労の回復と充実した人生を目指すための休

養は重要な要素の一つであり、日常生活の中に十分な睡眠の確保やストレスと

上手に付き合うことを適切に取り入れる生活習慣を確立できるよう支援しま

す。

②うつ病予防、自殺予防の普及啓発

・自殺に対する正しい知識を普及啓発するとともに、相談窓口の周知に努めま

す。

・自殺の危険を示すサインに早期に気づき、傾聴し、必要に応じて専門家がつ

なぎ、見守っていくなど、地域で市民一人一人が適切に対応できるよう普及

啓発を行います。

③身近な相談体制の整備

・精神保健福祉士を関連窓口に分散配置し、市民がより身近なところで、精神

保健の相談ができる体制を整備します。

≪目標≫

＝‾‾‾＿卵 時 針 ・ ■■顎灘儒巨 「■■‾‾‾樽標 儀 ‾∴ 、、、・目標 獲添‾‾－■　■現戦債夢 設晃 ′
．′威．細 痩 畑 ■錮廓的■＿、 ．■■■感 触 把握方 法 衰勢 ■

走去る・め・

健 康 苧 －

爛 十

睡眠による休養を十分にとれていない人の割合の減
20．5％ 健康 日本 2 1

平成2 4年度青森
少 市民意識調査

最近1か月で、不安・悩み・苦労などによるスト
レスや、気分がひどく落ち込んだことがある人
の割合の減少

男性 55．3％

市独自 平成2 4年度青森
市民意識調査

女性 6 9．M G

全体 62．7％

自殺者の減少（人口1 0 万人当たり） 23．5％ 健康日本 2 1 人口動態統計
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責三重　‥崇．1．‾．‾■‾‾‾

《現状と課題》

○市民が主体的に取組む地域ぐるみで健康づくり活動を実践する組織と連携し、

地域住民が参加する健康講座やウオーキング等の健康イベントを開催し、それ

ぞれの地域特性を生かした活動やネットワークを支援しています。

《市民総ぐるみの健康づくり運動の状況》

○市民が健康で長生きするためには、行政のみならず、保健・医療機関、地域の関

係団体、学校、企業・事業者等が、共通認識のもとに、地域社会の礎となる市民

の健康づくりのために力をあわせ、健康づくりの推進母体として一体となって

取り組んでいくことが必要です。

○健康づくり活動の実施に当たっては、より多くの市民や団体等の支援を仰ぎな

がら、市民総ぐるみの健康づくり運動を展開していくことが必要です。

《主な取組》

（1）社会全体で支える健康づくり

①市民が生活習慣改善に取り組みやすい環境づくり

・一人でも多くの市民が身近な場で、健康づくりの実践に取り組むことができ

るよう、市民の実践の裾野を広げていきます。

・市民の取組を支える地域活動の強化や企業等における健康づくり活動の充実

強化を図ります。

・家庭、学校、職場、地域など市民の生活のすべての場において、ライフステ

ージに応じた健康づくり活動、特に、働き盛り世代の健康づくりを推進して

いくための職域の健康づくり、地域における運動・スポーツ活動の場づくり、

食育・食生活改善の推進等、あらゆる場面から市民の健康づくりに取り組みま

す。

②地域、学校、企業、行政の連携による、社会全体で健康づくりに取り組む環境

の整備

・健康づくりのための人材育成の強化と、個人の取組を支える地域活動や企業

活動の充実強化を両輪とした「市民総ぐるみの健康づくり運動」を、保健・医

療機関、地域の関係団体、学校、企業・事業者等と連携のもと推進します。


